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ＩＣＴサービス安心・安全研究会 

消費者保護ルールの検証に関するＷＧ（第１７回） 

令和元年１０月１５日 

 

 

【雨内消費者行政第一課課長補佐】  おはようございます。事務局でございます。 

 議事に入ります前に、お手元に配付しております資料についてご確認させていただきま

す。 

 本日の配付資料につきましては、議事次第に記載されておりますとおり、資料１から５ま

での計５点となっております。不足等ございますようでしたら、事務局までお申しつけくだ

さい。 

 以上でございます。 

【新美主査】  それでは、おはようございます。お忙しいところお集まりいただきまして、

ありがとうございます。 

 ただいまから、消費者保護ルールの検証に関するワーキンググループ、第１７回会合を開

催いたします。 

 なお、本日は、横田構成員は欠席ということでご連絡をいただいております。 

 それでは、議事に入りたいと存じます。本日の議事は、議事次第にございますように、１

つが「中間報告書に盛り込まれた事項の進捗状況把握」、それから、２つ目が「報告書の取

りまとめの方向性」となっております。第１の「中間報告書に盛り込まれた事項の進捗把握」

につきましては、楽天モバイル株式会社、一般社団法人テレコムサービス協会ＦＶＮＯ委員

会及び一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会からヒアリングを行いたいと存じます。 

 また、２番目の「報告書の取りまとめの方向性」につきましては、事務局から説明をいた

だいた後、さらに議論を深めてまいりたいと考えております。 

 それでは、議事（１）「中間報告書に盛り込まれた事項の進捗把握」に移りたいと存じま

す。 

 まず最初に、楽天モバイル株式会社、小田様からご説明をよろしくお願いいたします。 

【楽天モバイル（小田）】  おはようございます。楽天モバイル渉外部、小田と申します。

このたびは、当社の取り組みをご紹介させていただく機会をいただきまして、ありがとうご

ざいます。 
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 １ページめくっていただいて、まず、本日の資料の構成をご説明させてください。当社と

しては、これまで構成員の皆様にも合同会合等でお目にかかっておるんですけれども、この

ワーキンググループで個社として発表させていただくのは初めての機会ですので、まず当

社の自己紹介をさせていただきたく考えております。その上で、これまでのＭＶＮＯとして

の取り組みをご説明させていただきまして、最後に、今後のＭＮＯとしての取り組みの方向

性ということで簡単に触れさせていただければと考えております。 

 まず２ページ目でございます。当社はちょうど５年前の１０月にＮＴＴドコモ様からお

借りする形でＭＶＮＯサービスを始めまして、その後ＫＤＤＩ様の回線もラインナップに

追加させていただきました。ＭＮＯとしてのサービスを開始したのは今月からでございま

す。特色としまして、ｅコマースや金融をはじめとした楽天グループのサービスとの連携、

それから、楽天ポイントといった楽天グループならではの通信サービスをご提供させてい

ただいております。 

 ３ページ目でございます。非常に手前みそなページなんですけれども、５年間さまざまな

形で、お客様ですとか総務省様をはじめ関係省庁の皆様、それから消費生活センターの方々

など、ほんとに多くの方のご支援をいただきながら試行錯誤を積み重ねてまいりました。結

果として、こういった第三者機関の方々によるさまざまな調査で広く消費者の皆様にご支

持を受けて、今月よりＭＮＯサービスを開始したところでございます。 

 下のページに行きまして、当社のＭＶＮＯとしての特色として、非常に店舗の多さという

のがございまして、取り扱い店舗数は全国で５００を超えております。構成比としては、約

６割が家電量販店内のショップの中にコーナーとして置かせていただいたショップインシ

ョップ、家電量販店以外の代理店の方々に展開いただいているお店が３割ぐらい、それから

当社自身の直営店１割といった内訳になってございます。 

 今後の当社の事業の方向性として、簡単に１枚にまとめております。５年間取り組んでき

ましたＭＶＮＯ事業をベースに、今月よりＭＮＯ事業を開始しております。当社としては、

周波数の割り当てをいただきまして、より深く社会インフラの一翼を担わせていただく以

上、当然ＭＮＯ事業に軸足を移していこうという考えでございます。ただ、現時点では

ＭＮＯ事業を開始したばかりでもございまして、また、お客様ですとか代理店の皆様、端末

メーカーの方々などさまざまなステークホルダーの方々への影響もございまして、タイミ

ングを見てお客様への移行を促すべく、現在ＭＶＮＯ事業も受け付けを継続しておるとい

う状況でございます。 
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 ②ということで、現状の開始の状況ということで１枚にまとめております。当社の

ＭＮＯサービスですけれども、当初は限定受け付けとさせていただき、安定稼働確認後に正

式サービス開始というステータスにしてございます。背景としては、当社は完全仮想化した

世界初のモバイルネットワークという形でネットワークをつくっておりまして、念には念

を入れて、当社自身が基地局を設置したエリアに限って人数を限定したスタートという形

で始めさせていただいておるという背景でございます。 

 以上が簡単な当社の自己紹介でございます。 

 次に、下のページ以降で、当社における消費者保護に関する取り組みについて４点ご紹介

させていただきます。 

 ９ページ目、こちらは簡単に当社の加入者の分布についてご紹介してございます。まず、

よく言われていることですけれども、ＭＶＮＯとしてのサービスですので、３０代、４０代

の方中心、かつ、男性が女性より多いのが全体的な特徴となっております。それから、ご高

齢の方、特に７０代以上の方に関しては、まだ非常に少ないんですけれども、それでも総数

で数万人規模ではご利用いただいているという状況でございます。それから、加入者受け付

けに関して、現状成人前提で、かつ、その方に付随する利用者登録という形で、上記グラフ

とは別に青少年でご利用されている方もいらっしゃるという状況でございます。 

 下のページに行きまして、携帯電話ショップでの手続時間の長さへの対応ということで、

当社の店頭受付に関する取り組みをご紹介させていただきます。ＭＮＯ各社様の取り組み

を参考にさせていただきながら、お客様自身がチェックシート書面ですとかタブレットの

動画を参考に、事前にセルフチェックいただけるといったものをご用意してございます。そ

の上で、重要事項説明の書面を使って詳細に対面でご説明させていただくということで、ト

ータルでのお客様の店頭待ち時間短縮ということを取り組んでございます。 

 次、めくっていただいたところに動画説明のご紹介をしているんですけれども、動画とい

っても黙ってどんどん流れるものではなくて、どちらかというと紙芝居に近いものでして、

各ページ切りかえごとに説明の音声も出まして、お客様操作で前後にページ移動できるも

のをご用意してございます。各ページ自体は１枚１枚完結しているものになっていまして、

アイコンですとかを使いまして文字数を減らすことで１ページずつ確実にご理解いただけ

るという工夫をしてございます。それから、料金プラン等で分岐させることで、ご自身に関

係ない説明はスキップできるようにもつくってございますというものです。 

 店頭の広告表示に関する取り組みでございます。当社では、昨年夏ぐらいから各店舗にお
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ける販促活動は全て本社でコントロールしてございます。なので、チラシですとかポスター

はもちろん、ポップとかＳＮＳに対する書き込み等含め、全て本社が指示、承認したものだ

けが世に出るという体制にしてございます。めくっていただいて、具体的にどういった取り

組みでそこのコントロールをしているかということをご紹介しておりまして、広告表示が

プロモーション等のフェーズで切りかわるたびに店舗から写真つきでレポートしていただ

いて、それを本社側でチェックしてフィードバックするということを完全にオーケーが出

るまで繰り返させていただいているのと、巡回によるチェックという形で店頭の広告内容

を常に確認するということを行ってございます。 

 高齢者トラブルへの対応ということで、ダイレクトに高齢者の方だけというものではな

いんですけれども、当社でリモートサポートツールといったものをご紹介しておりますの

で、そのツールについて触れさせていただきます。スマートフォンというのは、そもそも直

感的に使えることを目指したツールではございますが、そうはいっても初めてスマートフ

ォンに触られる方は必ず戸惑われるということがございまして、当社では月額５００円の

定額で何度でもサポートするというスマートフォンアプリを提供しています。特にご高齢

の方に関しては、困ったその場で解決差し上げることが非常に重要であろうということが

ございまして、それから、当社店舗もやはりＭＮＯさんに比べるとまだ少ないこともござい

ますので、こういったサービスをご契約時に積極的にご提案差し上げるということをして

ございます。 

 先のページにはもうちょっと詳細に触れているんですけれども、特色としまして、当社の

販売したスマートフォンとかプリインストールしたソフトウエアに限らず、ご家庭のさま

ざまな機器のご相談に乗るということで、ご自宅にあるパソコンとつなぎたいですとか、前

の携帯電話からデータを移したいですとか、ＬＩＮＥとかフェイスブックを使ってみたい

みたいなご相談にも積極的にお答えするということを行っております。ちょっとデータと

しては古いんですけれども、２０１７年のお客様に実際に伺ったデータで、非常に満足とい

う答えを９５％いただいてございますというものでございます。 

 青少年フィルタリングに関する取り組みでございます。こちらに関しては、先ほど申し上

げたとおり、当社では契約自体は成人の方に限らせていただいておりますので、青少年は契

約者とは別に利用者として別途登録いただくことになってございます。当社の取り組みと

しては、大きく３点が特徴的でございます。１点目は、青少年が利用されるという申告をい

ただいた場合には、必ずフィルタリングの有料オプションを必須で附帯させていただいて
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おりますということです。２点目、どうしても不要なんだと、例えばお仕事に使われている

とか、何らかの障害がおありで差し支えるんだということであれば、当社お客様サポート窓

口に署名・捺印した書面を出していただくという手続を、ちょっとお手数なんですけれども、

踏んでいただいておりますということ、それから、３点目で、こちらのフィルタリングオプ

ションは有償とさせていただいております。この背景としては、そもそも当社に提供いただ

いているソフトウエア会社さんが有償で提供されているものなので、無償として出すのは

どうかということもございますが、あとはやっぱり格安スマホに限らず、スマートフォン契

約時は非常にたくさん情報を一気にお受け取りになられる中で、これが無償でついてきて

しまうとどうしても意識されないこともございまして、我々としては、真剣にこれに関して

お話しするためにも有償であることが必要であろうということで、当初より有償提供とい

うことでやらせていただいてございます。 

 当社のフィルタリングソフトウエアの利用ですとか継続の状況を、データをまとめてま

いりました。これは直近１年分のサンプリングをしまして、今回分析用にご用意したもので

ございます。契約時、先ほど申し上げたように１００％ご利用いただいているのが、２カ月

後には、やっぱり３％ぐらいの方からどうしても不要であるということをお申し出いただ

いて解約されているということがございまして、そこから若干少しずつ下がってはいくん

ですけれども、１２カ月後でも９５％以上の方に継続的にご利用いただけているという状

況になってございます。 

 下のページは、ちょっと解像度が落ちてしまっていて恐縮なんですけれども、当社店頭で

お配りして、ご説明にも活用している「スマホあんしんガイド」というパンフレットでござ

います。表裏を１枚に載せているのであれですけれども、実際には長い１枚になってござい

まして、各面にイラストを配しまして、スマホのリスクを具体的にお見せして、Ｑ＆Ａ形式

で見えるようにということでご用意しておりまして、店頭でのご説明だけではなくて、ご家

庭で話し合いされる際にもお役に立てればということで作成して配布しているものでござ

います。 

 以上が当社のＭＶＮＯとしての取り組みのご紹介になります。 

 その先のページから、ＭＮＯに向けた取り組みということでご紹介させていただきます。 

 ２０ページ目なんですけれども、こちらは今後の取り組みの１点目として、先行する皆様

のノウハウ吸収を挙げさせていただいております。消費者問題に関する対応については、

ＭＮＯ各社様ですとか関係する各団体様、それから、キャリアショップを束ねられている全
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携協様に非常にノウハウがおありということを我々も聞いておりますので、まずはそうい

った方々の集まりに参加させていただくことで、当社の取り組みをブラッシュアップして

いくヒントをぜひいただきたいなと考えてございますというのが１点目です。 

 めくっていただいて、２点目が、これは当社で用意しているものということでご用意させ

ていただいたんですが、重要事項説明書の電子提供ということを用意してございます。重要

事項説明書は、実際は書面交付が原則とされて実施しているところでございますが、お客様

のお声を受けて、当社では契約後、いつでも電子的にご提供する仕組みを準備しようという

ことで考えてございます。 

 なぜこういったことを考えているかということで、下のページにグラフを載せておるん

ですけれども、実際にお客様にどのぐらいとっておられますかということで聞いてみると、

当然ながら１年以上とっておくという方ですとか、期間を決めずにとっておくという方が

非常に多くて、１年以内に処分してしまう方は１割ぐらいしかいらっしゃいませんという

ことが背景としてございます。一方で、紙でとっておくのがお手間ではないかということが

仮説としてございまして、お客様に聞いてみると、電子的にもらえるんだったら、７割ぐら

いの方はその電子ファイルを非常にとっておきたいということを言っていただいておりま

す。かつ、その方々の半分以上の方は、ファイルがあったらもう紙は要らないよということ

まで言っていただいているので、でしたら、我々としては保管自体も、ファイルでお渡しし

てもやっぱりどこかに行ってしまうということがございますので、我々のほうでいつでも

契約時にお見せしたものをダウンロードいただけるようにご提供しようということで準備

してございますということでございます。ちょうど先月の会合でも契約書面に関するお話

が議論に上がりまして、ありましたけれども、ＩｏＴに限らず、消費者の方が必要なときに、

タイムリーにこういった契約に関係するものを確認できるということが必要だと我々は考

えておりますので、消費者契約においても、書面に限らず電子的な交付ということもオプシ

ョンとしてぜひお出ししたいなと考えてございまして、最後触れさせていただきました。 

 当社からのご説明は以上でございます。どうもありがとうございました。 

【新美主査】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、一般社団法人テレコムサービス協会のＦＶＮＯ委員会、山田様か

らご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【テレコムサービス協会（山田）】  ＦＶＮＯ委員会消費者関連タスクフォースの主査を

しております山田と申します。よろしくお願いいたします。お手元の資料２をもとに報告さ
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せていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、ＦＶＮＯ委員会の全体の構成という形で、こちらはあまり

大きく変わりございませんので、委員会の中で大きく３つの組織体によって運営しており

ます。その中で、私のほうが主査をさせていただいております消費者関連タスクフォースの

ところで、現状のご報告をさせていただきます。 

 おめくりいただきまして、今回３点についてご報告をさせていただきます。まず１つは不

適切な営業を行う販売代理店の対策、２点目が高齢者トラブルへの対応、３点目が直近少し

出てきております法人契約のトラブルの対応という形で、中間報告でご指摘いただいた内

容を３点まとめておりますので、ご報告させていただきます。 

 １点目ですが、不適切な営業を行う販売代理店の対策という形で、この間モニタリング会

合等でもご報告させていただいておりますが、一定の各種取り組みはしておりますが、まだ

まだ特にＦＴＴＨの電話勧誘における誤解を与えるような勧誘というところが指摘、ご報

告されておりますので、取り組みについてご報告させていただきます。４ページ目の下段、

下のところに、実施事項という形でご報告させていただきます。 

 まず１点目、消費者保護マニュアル、こちらは大きく４点に絞ってマニュアルのほうを再

度つくっております。７月以降事業者変更も開始になっておりますので、こちらも網羅した

形で、１点目が重要説明事項及びトークの手引、２点目が初期契約解除説明の資料、３点目

がＮＧトーク集、４点目、後段ご説明しますが、図解リーフレットを作成して、ＮＴＴ東西

様を通じて各コラボ事業者様に周知しております。また、コラボ事業者から活動いただいて

いる販売代理店のほうにも周知することで、販売代理店の勧誘の適正化に努めております。 

 ２点目が、代理店届出制度です。こちらは１０月から届け出開始になっておりますが、説

明会の開催を委員会としても実施し、２４社の方にご参加いただいております。また、販売

代理店等の勧誘適正化に向けて、自己の氏名、勧誘である旨を告げず勧誘する行為の禁止に

ついて、再度理解促進を図っております。 

 また、全国のテレコムサービス協会の全会員に、各拠点の総通局様で行われております販

売代理店届出制度に関する説明会の参加要請のほうも本年７月に実施しております。 

 ５ページ目のところです。実際に配付したマニュアルの活用例という形で２点ご報告さ

せていただいております。まず、ツールを各コラボ事業者様、自社の運用に合わせての活用

という形で、サービスの実態に合わせた説明が必要なため、コラボの消費者保護マニュアル

のＮＧトーク及び手引等を抜粋して、抽出して活用いただいております。また、実際に活動
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いただく販売代理店の研修を実施して、光コラボの消費者保護マニュアル、ツール等をもと

にガイドラインを規定し、代理店への研修を実施しております。 

 ６ページ目が、光コラボ消費者保護に関する各種マニュアルの大分類の抜粋でございま

す。大きく７月から事業者変更が始まっておりますので、黄色の網かけをしておりますが、

このあたりをアップデートしております。 

 ７ページ目、こちらが参考資料②という形で、ＮＧトークの手引という形で、電話勧誘に

よる苦情がまだまだ多数を占めておりますので、大きく６個の項目に分類して、苦情となる

ようなトークのイメージ、それに付随する苦情の原因と説明という形を取りまとめ、配付し

ております。 

 おめくりいただきまして、８ページ目、こちらがモニタリング会合でもご指摘いただいて

いる部分でもありますが、初期契約解除制度の説明徹底という形で、再度マニュアルのほう

に落とし込んで、トーク例も交えて周知しております。 

 ９ページ目が、今回新しく刷新しました消費者向けの図解リーフレットの抜粋になって

おります。４点目のところに事業者変更の流れと実施に伴うポイントという形で整理を行

い、大きく光コラボに関する契約のところの整理も含めて、こちらのほうに記載させていた

だいております。 

 １０ページ目のところが、大項目２点目の高齢者トラブルの対応という形の実施事項に

ついてまとめております。こちらも先ほど冒頭でお話しさせていただきました消費者保護

マニュアルのところで、高齢者における電話対応の考え方及び実際に活動を行う中で、最初

のタイミングで理解度チェックシート等を作成して、こちらもＮＴＴ東西様を通じて各コ

ラボ事業者様に周知、販売代理店に展開し、高齢者トラブルの削減に向けて努めている状況

でございます。 

 実際の各個社別での活用事例という形で、２点代表的なものを記載させていただいてお

ります。ルールを策定して、７０歳以上の場合は同居家族への説明等も行うことをしていた

だいております。２点目が、光コラボの消費者保護マニュアル「高齢者対応」ツール等の活

用という形で、代理店にて周知・提示するとともに、コンサル時や研修等に活用して、年齢

確認により高齢者向けの対応を実施するというものを行っております。 

 １１ページで、参考⑤という形で、高齢者対応、主に電話対応に関する件で、こちらは抜

粋で記載させていただいております。この中の３点目、高齢者の場合に実施する対応という

形で、大きく６点で委員会の中で整理を行い実施しております。 
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 １２ページ目が理解度チェックシートという形で、実際に活動していく中で、各代理店様

のほうで高齢者の方と判明した時点でこういった項目を確認いただいて、きちんと理解い

ただけるかという項目を整理して、周知を行っております。 

 最後、１３ページ目ですが、法人契約者のトラブル対応という形で、中間報告のほうもご

ざいましたが、実施事項といたしまして、いわゆるＳＯＨＯをはじめとした個人事業主のと

ころも苦情が発生しておりますので、代理店届出制の導入に伴い、消費者保護マニュアルの

周知や、総務省様の説明会で保護法令の認識の共有を再度しております。 

 今後の取り組みに関しまして、より実態の把握と、消費者保護法令のさらなる認知と浸透

化に向けた周知活動の実施を今後していきたいと考えております。 

 私からのご報告は以上であります。 

【新美主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会の西川様からご説明よ

ろしくお願いします。 

【全国携帯電話販売代理店協会（西川）】  全携協副会長の西川です。それでは、資料３

に基づき、全携協より中間報告書における個別の論点について発表させていただきます。 

 ２ページ目が第１５回ワーキンググループで総務省事務局よりご提示がありました個別

の論点になります。私たち販売代理店は、第１５回ワーキンググループで各キャリアから発

表のありました取り組みを各キャリアとともに推進中ですが、本日は発表の場をいただき

ましたので、特に全携協として独自の取り組みを行っております不適切な営業を行う販売

店等への対策、高齢者のトラブルへの対応、青少年フィルタリング利用の促進の３点につい

て発表させていただきます。 

 まず、不適切な営業を行う販売代理店等への対策についてです。この論点は、中間報告書

においてもあんしんショップ認定制度の運用強化に期待するとの取りまとめをいただいて

おりますので、あんしんショップを中心に説明させていただきます。 

 ４ページ目をごらんください。さて、ここではあんしんショップ認定制度そのものがどの

ような議論を経てスタートしたかをいま一度ご説明申し上げたいと存じます。ごらんのと

おり、きっかけは２０１６年当時、苦情件数が増加の一途をたどっている状況を鑑みられて

の総務省からのご要請でした。その要請を受け、このあんしんショップ認定制度が発足しま

した。悪貨が良貨を駆逐するという言葉がありますが、当時総務省からアドバイスをいただ

き、この制度ではその逆で、良貨が悪貨を駆逐する形でいこう、すなわち、できるだけ多く
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のショップにまず入ってもらい、よい代理店をどんどん増やすことで、そうでない代理店を

触発し、業界をよくしていこうとのコンセンサスでスタートしました。 

 続いて、５ページ目をごらんください。あんしんショップ認定制度についてさまざまなご

意見をいただいております。また、以前の合同会合で６つの誓いを宣誓するだけで十分かと

のご指摘もいただきましたので、ここで私どもが現在行っておりますさまざまな取り組み

についてご説明したいと存じます。 

 ６ページ目をごらんください。施策の柱の１つが研修の充実です。ごらんのように、全携

協としても毎年研修を充実させております。また、安定して質の高い店頭サービスを行うた

めには、より低い退職率の実現が不可欠です。そのためには職場環境の改善も重要で、さま

ざまなハラスメントが起こらないよう動画での研修を行う一方、高齢者のご来店が多くな

っているため、高齢者の心と体の特色を学び、より配慮の行き届いた接客ができるよう動画

での研修にも力を入れているところです。７ページにそれらテーマ別研修をご紹介してお

ります。 

 もう１つの施策の柱が優良事例の水平展開と、それによるショップスタッフのモチベー

ションの喚起です。８ページ目をごらんください。ごらんのように、第１回あんしんショッ

プ大賞として、こちらにいらっしゃる新美先生や北さん、長田さん、そして総務省や

ＴＣＡの皆様のご協力をいただきながら、ベストプラクティスの表彰に向けて優良事例の

募集を始めたところでございます。来年２月に結果発表並びに表彰式を総務省において実

施させていただく予定です。 

 今ご紹介したようなバージョンアップ施策に取り組む一方、新たな事業法のもとで個別

のショップが不適切な事案、すなわち販売方法や広告表示で大きな問題を起こした場合、あ

んしんショップ認定制度としていかに対応するかも大きな課題になると認識いたしており

ます。 

 ９ページ目をごらんください。今後あんしんショップにおいて万一不適正事案が発生し

た場合の基本的な対応方針について書かせていただいております。全携協あんしんショッ

プ認定協議会としては、発生した事案については、それに対するキャリアや総務省の対応な

ども踏まえて、当該ショップに対して厳粛に処罰するとの考え方です。また、懲戒処分をす

るだけではなく、なぜ起こったか、その原因を分析し、加盟全ショップ、加盟全代理店に対

して再発防止に向けてわかりやすく啓発活動を行っていく所存です。あんしんショップ認

定制度の規定上、懲戒規定を設けたのが２０１８年８月であることから、今日までの短い期
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間にはまだ懲戒処分は出ていませんが、ご参考までに、全携協の倫理委員会における加盟代

理店に対する過去５年弱の懲戒実績を例示しておりますので、ごらんください。１０月の改

正事業法の施行を受けて、あんしんショップ認定制度として個別ショップの不適正事案へ

の懲戒処分をどうしていくかについて、先月９月２５日の審査委員会にて、新美先生、北さ

ん、長田さん、総務省にもご参加いただき、議論をさせていただきました。今後個別の不正

事案が発生した場合、都度審査委員会を開催し、懲戒処分の可否、処分の軽重を議論して決

めてまいりたいと存じます。 

 １０ページにもございますとおり、あんしんショップ認定制度の認定ショップがお客様

に今よりももっとご信頼いただけるように、キャリア各社と行政の皆様にもご協力と連携

をいただきながら、しっかりした仕組みとして運用できるよう引き続き努力していきたい

と存じますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 次に、１１ページ目より、２つ目の論点、高齢者のトラブルへの対応について説明させて

いただきます。 

 この論点は、今年６月２５日のモニタリング定期会合第７回でも発表させていただいて

おり、ここにいらっしゃる構成員の半数以上の方は既にお聞きいただいている内容になり

ますことを何とぞご容赦いただければと存じます。 

 それでは、１２ページをごらんください。全携協では２０１７年度より高齢者の苦情が増

加傾向である点を発表させていただいており、その原因や内容、対策について報告しており

ます。この１２ページ目は全携協苦情データベースにおける高齢者比率の増加でして、２０

１８年度は１９％になっております。なぜ増えているかといいますと、１３ページ目のとお

り、高齢者へのスマホの本格的な普及が始まっているからです。それは１４ページ目の苦情

項目を見ても一目瞭然で、一般成人が左、高齢者が右ですが、高齢者は圧倒的に設定や使い

方でお困りだということがおわかりいただけると思います。 

 １５ページ目はモバイル社会研究所のレポートですが、高齢者はスマホを使いこなすた

めに購入した店舗に大きな期待を寄せていることが示されています。私たちキャリアショ

ップは地域の駆け込み寺でもありますので、引き続き初期設定のご支援や、スマホ教室など

を通してしっかりとフォローを行っていきたいと存じます。また、１６ページ目のとおり、

契約意思確認の強化として８０歳以上基準を提案し、昨年８月から全キャリアでスタート

いただいております。 

 １７ページ目にございますとおり、新しい取り組みとしては、先ほどのあんしんショップ
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のところでも触れましたが、接客するスタッフに向け、高齢者応対の心得やポイントを伝え

る動画研修をリリースしました。スタッフ１人１人が受講できるよう、ユーチューブと各キ

ャリアのｅラーニングシステムで展開しております。また、スマホ教室も最近話題のＰａｙ

Ｐａｙやｄ払い、ａｕＰＡＹなどキャッシュレス決済のような話題も折り込んで、高齢者に

より便利でお得にスマホを楽しんでいただけるよう努めております。 

 それでは、１９ページ目より、３つ目の論点、青少年フィルタリング利用の促進について

ご説明させていただきます。こちらは７月１７日の総務省タスクフォースと、９月２７日の

内閣府の検討会で発表しました内容をもとに発表させていただきます。 

 ２０ページをごらんください。まず、具体的な使用者確認方法、説明方法、有効化措置方

法ですが、私たち販売代理店はキャリアのルールにのっとった受託運営を行っている立場

であり、フィルタリングサービスについても販売店独自のツール等は特にございません。ま

た、３キャリアとも特にツールや接客方法に違いはございません。 

 次に、２１ページですが、環境整備法が求める使用者確認義務、説明義務、有効化措置義

務について、総務省の覆面調査結果は以下のとおりでして、２０１８年度においては、使用

者確認率は９１％、説明率は８９％、有効化措置実施率は９４％という評価でした。特に使

用者確認は、３年前は５７％という低い実施率でしたが、覆面調査内容を真摯に受けとめ、

キャリアと販売店とで改善活動を実施した結果、格段に向上させることができております。

引き続きこの３点は法の義務ですので、１００％を目指してしっかり取り組んでまいりた

いと思います。 

 次に、２２ページ目ですが、こちらはフィルタリングにかかる所要時間になります。全携

協ではスタッフ向けのアンケートを実施しまして、右上記載のとおり１,５００件の回答を

収集し、一覧化しました。携帯電話の接客は、待ち時間も含めると、上部に記載のとおり９

０分から１４０分の時間がかかっているのが現状ですが、フィルタリングは対象者のみの

作業になりますが、さらに追加で時間をいただくことになります。有効化措置のところは

ＯＳや端末により所要時間が若干変わりますが、どのキャリアもおおむね２０分から３０

分の時間がかかっていることがわかります。さらに設定などのカスタマイズについてもご

要望に応じ承っており、こちらも２０分程度の時間がかかっています。 

 次に、２３ページ目です。なぜフィルタリングの設定率が低いのかを調べるために、同じ

くキャリアのショップのスタッフから集めた２,３００件のデータを分析したものですが、

昨今の設定率の低さからは多少意外に思われるかもしれませんが、お客様の８割は店頭ス
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タッフからのフィルタリング説明を好意的に受け取られているという結果でした。 

 それでは、なぜ申し込み率が高まらないのかというお話になりますが、次の２４ページを

ごらんください。こちらも同じ２,３００件のデータから、肯定的な保護者のご意見の代表

例と否定的な保護者のご意見の代表例を抽出したものになります。肯定的なご意見では、親

より子供のほうがスマホに詳しいので、ショップで設定まで行ってもらえるのはありがた

い、次に、子供はフィルタリングに乗り気でないので、ショップの人から必ず設定しなけれ

ばならないことを子供の前で説明してもらえるのは助かる、法律があることに驚かれる保

護者も多いが、説明すると必要だよねとご納得いただけるという意見です。否定的なご意見

では、アプリの操作が手間である、難しい、面倒だ、子供のリクエストに応えて使用許諾操

作を行うことが面倒、ユーチューブやＬＩＮＥが使えないと困る、子供が反対する、友達は

外しているなど、親子げんかになったり、優しい親御さんは譲歩してしまうというご意見が

多く見受けられました。実は資料には記載しておりませんが、この否定的なご意見の一番上、

操作が手間である、難しい、面倒だというご意見は特に多く、否定的なご意見の欄に回答の

あった１,１６６件中５４２件、実に４６％を占めていました。つまり、保護者ご自身のス

マホリテラシーの低さや操作への不安がフィルタリングの積極的な活用に少し二の足を踏

む要因になっているかもしれないと思われる次第です。 

 以上を踏まえ、２５ページ目は今後の議論に向けてですが、青少年の性被害等の対策にお

いては、左図のように、それぞれのレイヤーでの取り組みを連携、向上させていく必要があ

ると思いますが、現時点で実務的な対策となると、店頭でのフィルタリング設定が中心にな

っており、私たち販売代理店の負荷が大きいと言わざるを得ませんが、右の２番に記載のと

おり、ＯＳ事業者の提供するスクリーンタイムなどの機能がますます充実してきており、使

い勝手もよくなっています。そして、３番に記載のとおり、保護者の興味は子供の成績やネ

ット依存の心配だったりしますので、その辺と絡めた啓発活動により、保護者がフィルタリ

ングに対して積極的になっていただけるような施策が一番重要だと感じております。 

 ２６ページ目は端末と回線が分離された後のイメージですが、これからは端末をオンラ

インで買ったり中古で買ったりするケースも増えるかと思いますが、そのような場合でも、

保護者の意識が高まっていれば、設定をセルフで行っていただけるものと存じます。 

 その他、全携協ではマルチメディア振興センター、総務省、文科省が２００５年から取り

組んでいるｅネットキャラバンに積極的に参画しておりまして、現在、全携協全体で１,６

００名以上の講師を有し、ｅネットキャラバン全開催の３分の１弱まで占める程度まで取
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り組みを拡大することができました。今後も青少年の保護に向けて積極的に取り組みたい

と思います。 

 私の発表は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。 

【新美主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、３団体からご説明いただきましたが、それにつきまして、質疑応答に移りたい

と存じます。ただいまのご説明に対するご質問、あるいはご意見ございましたら、どうぞご

自由にご発言ください。 

 じゃ、森さん。 

【森構成員】  ご説明ありがとうございました。初めに、今の全携協さんのご説明につい

て申し上げます。若干技術的なことなんですが、まず、お取り組みの全体としては適切なこ

とを進めていただいていると思いますが、あんしんショップ認定、１０ページ、これについ

て、ちょっと技術的なことを申し上げます。 

 前もお話ししたことではあるんですけれども、これはもしかしたら審査委員会の先生方

にもということなんですが、認定という名称の問題があるかなと思っていまして、認定とい

うのは、一般的には認定する別の主体がいて、一定の基準を満たしていることを確認して、

それを表示するということなんですよね。我々に非常に身近なところでは、なくなりました

けれども、ＥＭＡ認定がそうでしたし、あと、Ｐマークなんかもそうですよね。最近だとシ

ェアエコ認定とか情報銀行の認定とかいうものがありますけれども、ＩＳＯもあります。認

定プロセスとか、認定主体の定めるべき要件とか。なので、自己宣言型のものはあまり認定

とは言わないので、そういう手続になっているようにはお見受けしませんので、直ちにこれ

を認定型に切りかえるということになりますと、認定基準を策定しなければいけなかった

り、認定の手続を一から全部やらなきゃいけなかったりするので大変かもしれないと思う

んですけれども、若干認定という表現と現在の制度にはギャップがあるので、そこについて

ご一考いただきたいということです。一般的な認定とは違うということです。それが１点で

す。 

 もう１つは、２５ページのフィルタリングサービスのところなんですけれども、これも繰

り返しで申しわけないんですが、３番の保護者への啓発が、保護者の関心は危険性よりもむ

しろ成績とかネット依存だと書いていただいていまして、これは全くそのとおりだと思い

ますので、何度強調してもし過ぎることはないと思いますので、今後はこういうところに配

慮して、フィルタリングの比率、カバーを高めていくことが重要なのかなと思います。この
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点は全携協さんに賛成です。 

 以上です。 

【新美主査】  今の点について、全携協さんのほうからお答えがありましたら。 

【全国携帯電話販売代理店協会（西川）】  森先生、ありがとうございます。森先生の前

回のご発言、全携協とあんしんショップ認定制度ともに真摯に受けとめて議論をしていま

す。ただ、認定という概念が我々は甘いというご指摘をいただいたんですけれども、２０１

６年当時は、やはりクレームが増加する一方だったということで、認定という言葉は横に置

いて、まずは当時ほとんど全てのショップにこの制度に賛同いただき入ってもらうと。その

上で、よい代理店がどんどん増えることによって業界全体をよくして、悪い代理店がいづら

くなるような方向でいこうという方向で進めてきたわけでございます。 

 この認定について、もう少し厳しい考え方が必要だろうというご指摘だと思いますが、ま

た持ち帰らせていただいて、審査委員会の有識者の皆様とも議論をさせていただきたいと

思います。現時点で申し上げられるのは以上でございます。 

【新美主査】  ほかに。 

 森さん、いかがですか。 

【森構成員】  ありがとうございます。私が申し上げたいのも認定という言葉のところだ

けでして、それを脇に置いてというお話がありましたけれども、全く脇に置いたら、されて

いることは非常に正しい適切なことだと思いますので、私もその言葉の部分だけというこ

とを確認させていただきたいと思います。 

【全国携帯電話販売代理店協会（西川）】  ありがとうございます。 

【新美主査】  ほかにございますでしょうか。 

 じゃ、長田さん。 

【長田構成員】  すいません。楽天さんにお伺いしたいのですが、１４ページ、１５ペー

ジの高齢者へのトラブル対応のところでやっていらっしゃるあんしんリモートサポートは

どのぐらいの方が利用されているのか教えていただけますか。 

【新美主査】  それでは、楽天さん、よろしくお願いします。 

【楽天モバイル（小田）】  すいません。ちょっと今手元に数字を持っていないので、確

認を持ち帰りさせてください。オーダー感としては数％という理解でおります。 

【新美主査】  それでは、また後ほど具体的な数字があったらよろしくお願いします。 

【楽天モバイル（小田）】  事務局経由でご報告させていただきます。 
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【新美主査】  ほかに。 

 じゃ、近藤さん、お願いします。 

【近藤構成員】  よい話と悪い話と１つずつさせてください。 

 まず、悪い話なんですが、これは横浜市消費者センターがつくった来年のカレンダーで、

悪質商法撃退のためのカレンダーなんです。このうち２つが通信サービスに絡んでいて、１

つはまさに今日やっていることに絡んでいます。ですから、この問題が行政から悪質商法と

いうふうに認識されているということに、ぜひ業界の皆様はちょっとつらいなと思ってい

ただけるといいなと思っています。西川さんが見たらショックを受けそうな内容なので、後

でごらんに入れたいと思います。 

 よい話なんですが、私たちはずっと横浜市の地域ケアプラザという介護の拠点で高齢者

の電話のサロンをやっているんですが、大変好評で、これを広げようと思っているんですが、

先月から横浜だけではなくて原宿でやっているんですけれども、こういった活動をぜひ、楽

天さんにいただいた資料ですと、無料サポーターというのがありまして、これについて、す

いません、私が聞き逃したのかもしれないですが、もう一度内容を教えていただけるでしょ

うか。お願いします。 

【新美主査】  お願いします。 

【楽天モバイル（小田）】  ごめんなさい。この資料がわかりづらかったので、申しわけ

ないです。こちらの資料、無料サポータープログラムというのは、楽天モバイルがＭＮＯサ

ービスを今月始めるに当たりまして、東京、名古屋、大阪の当社が基地局を設置したエリア

の加入者の方を人数限定で、合計５,０００名様について無料でお使いいただけると。で、

この方に積極的にフィードバックいただこうということでサービスを始めましたというご

案内でございます。 

 こちらのプログラム加入の方々にご利用いただいて、安定稼働を確認できた上で、それ以

外の方々も含めて幅広に、全国の方々にお使いいただこうというステップで考えてござい

ます。 

【近藤構成員】  この中の何％ぐらいが６５歳以上なんでしょうか。わかりますか。 

【楽天モバイル（小田）】  申し込みのステータスとしましては、先週の月曜日までお申

し込みを受け付けまして、非常に応募多数だったこともありまして、金曜日に実際に無料サ

ポータープログラムに……。 

【近藤構成員】  当選ね。 
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【楽天モバイル（小田）】  ご利用いただける５,０００名の方にご案内を申し上げたとい

うステータスでございまして、まだちょっと内訳が確定していないという状況でございま

す。 

【近藤構成員】  もしよかったら、機会があったら教えてください。お願いします。 

 ありがとうございました。 

【新美主査】  ほかにご質問、ご意見。 

 じゃ、木村さん。 

【木村構成員】  ここで申し上げていいかどうかですけれども、ただ、全携協さんの発表

資料を見て思ったので、ここで言わせていただければと思います。 

 ２４ページのところで、フィルタリングサービスに対する保護者のご意見というので、否

定的な意見の代表例とあるのですけれども、そこで先ほどアプリの操作が手間、難しい、面

倒というところが４６％ということで、数字としては資料にお書きいただいていませんが、

すごく多いという発表がありまして、それと、もう少し前に、高齢者のところも使いにくい

とかわかりにくいとか、使い方に対する不満が多いところも考えますと、やはりスマホその

ものの操作ですけれども、それが大変複雑であるということがものすごく問題になってい

て、ハード面とかソフト面で何かもう少し簡単、わかりやすい、使いやすいということがな

いのかなとすごく思うのです。今ってものすごくこれもやりたい、あれもやりたいというの

があって、それが余計に問題を複雑にしているのではないかというのを全携協さんの発表

を聞いて思いました。 

 それと、フィルタリングですけれども、何％ということで一くくりに皆様ご発表されてい

るのですけれども、やはり私が思うには、フィルタリングも種類がございますし、属性でど

のぐらいフィルタリングされているのかとか、対応ってそれぞれ違ってくると思いますの

で、ぜひそのあたりも分析していただけるとありがたいと感じます。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。それはご要望ということでよろしいですか。 

【木村構成員】  そうです。 

【新美主査】  ほかにご意見、ご質問ございましたら。 

 それじゃ、石田さん、お願いします。 

【石田構成員】  楽天さんに１つ質問がありまして、１２ページのところに、広告表示の

適正化に向けた対応で、全て本社で製作ということになっているんですけれども、代理店さ
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ん独自のサービスみたいなものについて、今後出てくるのかなと思うんですが、そうしたも

のも広告は本社でということになるのかどうかお伺いします。 

 それと、テレコムサービス協会さんのところで、やはり高齢者のＦＴＴＨのトラブルはず

っと電話勧誘で減っていないということで、ＮＧトーク集を出されているということです

が、これを守っていただければというところはあるんですが、フレッツが安く利用できるよ

うになりましたとか、値下げですとかいうようなことが書いてあって、フレッツをかたって

いるということなんですけれども、かたらなくても、フレッツをお使いですよねというトー

クは、フレッツを使っている人から見るとＮＴＴからの電話と思います。かたっているわけ

じゃなくて、お使いですよねといったところから、使っている方であれば、「我が社では」、

「うちでは」と始まるのかわからないんですが、そういうフレッツというのを最初に出すこ

と自体、既にそういう印象を与えているということがあるので、そういうこともつけ加えて

いただきたいと思います。 

 それと、消費者向け図解リーフレットについてなんですが、ホームページを拝見いたしま

すと、今、スマートフォンの安全・安心な使い方ですとか、あと、ＭＶＮＯのスマホを利用

する方へといった注意喚起が載っていますけれども、この消費者向けの図解リーフレット

は、ホームページのトップのところに光コラボとかが載っていないんですよね、現在。です

ので、ぜひそれを載せていただけると、ＦＴＴＨに関しても多少理解は深まっていくのかな

と感じました。 

 それと、先ほど木村さんがおっしゃっていたように、スマートフォンのフィルタリングの

話ですけれども、やはり外すときにもなかなかすごく大変というのを聞いたので、初めから

入れないみたいなお話があったりということで、フィルタリングの操作については簡単に

扱えるような方向で、ぜひ関係する企業の方に考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。テレサ協と、あとは全体に対しての要望というこ

とで、ご質問は楽天さんに１つございましたので、この点について、楽天さんのほうからお

答えお願いします。 

【楽天モバイル（小田）】  楽天モバイルです。店頭の販促物を本社で製作ということな

んですけれども、こういった店舗独自の施策を禁止しているのは直営店だけじゃなくて、量

販店を含めた全ての代理店に対してございます。イメージとしてはコンビニチェーンのオ

ペレーションを非常に参考にしておりまして、コンビニに行くと店舗独自でやられている
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要素ってほぼほぼなくて、例えば今おにぎりのキャンペーンをやっているとか、全てきれい

に印刷したものが入っているかと思うんですが、あのように全ての店舗について、各店舗の

レイアウトですとかフロアの広さに合わせたものを本社側で用意しまして、一括して発送

するというオペレーションを実施してございます。 

【石田構成員】  代理店さんのサービスという独自のサービスみたいなものはないんで

しょうか。特典をつけるとか。 

【楽天モバイル（小田）】  そういう意味では、一時あったオプションサービスの附帯を

含めて、代理店さんにそういった独自のサービスの裁量は、今、お渡ししていないという状

況で運営してございます。 

【新美主査】  よろしいでしょうか。 

【石田構成員】  はい。 

【新美主査】  それでは、ほかにご質問、ご意見ございましたらお願いします。 

 じゃ、平野さん。 

【平野主査代理】  ご説明ありがとうございました。私はテレサ協さん、資料２について、

ちょっとご質問をしたいと思います。 

 例えば５ページ目の２番目の丸印でございますが、代理店さんへの研修を実施と書いて

ございますが、何件ぐらいされたのかということをお尋ねしたいということです。１０ペー

ジ目も同じでございますが、例えば高齢者トラブルへの対応で、一番下の丸印で、コンサル

や研修時に活用、何件ぐらいされたのかなと。と申しますのも、問題が起きている中で、数

値目標というか、何件やられて、それでどれだけ効果があったかというのは、今後検証する

ためには数値を示していただくのが効果的かとちょっと思いまして、お尋ねいたしたいと

思います。 

【新美主査】  それじゃ、テレサ協のほうからご回答お願いいたします。 

【テレコムサービス協会（山田）】  ご質問ありがとうございます。いただきました２点

ですが、代理店への研修、あと、高齢者に対するところも同様ですが、実際具体的な数値目

標は、委員会の中では今、現状定めてはなく、どれぐらい研修されたかという社数等々も把

握のほうはできておりません。このあたりは一度お持ち帰りさせていただいて、今後どうい

う確認をするかは追ってご報告させていただきたいと思います。 

【新美主査】  ほかに。 

 それでは、よろしくお願いします。黒坂さん。 
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【黒坂構成員】  黒坂でございます。全携協さん、資料３のご説明で、９ページ目、１０

ページ目の不適正事案への対応のところについての意見でございます。ご説明の内容を伺

うと、９ページ真ん中あたりに書いてある①法令違反等に係る行政処分を受けた場合の懲

戒処分と示されています。この考え方自体は特に異論なく、そのとおりだと思うんですけれ

ども、一方で行政処分というのは、私が理解している限り必ずしも全てが公表されるわけで

はなく、また、行政処分には至らないにしても、ちょっと要注意なインシデントということ

はおそらくあろうかと思っております。 

 こういったインシデントをどこまで処分の対象にするのかということはもちろん中で検

討いただく必要はあろうかと思いますが、なかなか表沙汰にならないような話でもある程

度やはり対策が必要であるということがあり得るという前提で、ぜひ情報連携を行政等も

含めて緊密にとっていただきながら、より効果のあるエンフォースメントということを検

討いただければと思っております。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。これは要望ということでよろしいでしょうか。 

 ほかに。 

 それじゃ、西村さん。 

【西村構成員】  ご説明ありがとうございました。今の直近の黒坂先生のご指摘にかぶせ

るような形でございますが、全携協さんのほうに質問をさせてください。 

 ページ数は同じく９ページ、それから１０ページになろうかと思います。１０ページのほ

うが先かもしれませんが、まず事案を探知するという手法につきまして、１０ページを拝見

させていただきますと、これはあくまでも総務省、もしくはキャリアのほうからの情報提供

を受けるという理解でよろしいんでございましょうか。全携協ご自身が何か情報をみずか

ら収集することは考えておられるのかどうかというのが１点目でございます。 

 ２点目なんですけれども、９ページに戻っていただきますと、先ほどご指摘もありました

とおり、行政処分を受けた場合の懲戒処分ということになろうかと思います。既に法令違反

行為でございますので、処分等は所轄官庁により対応がなされているかと思いますが、これ

を上回る、あるいはこれに上乗せをするような何か具体的な懲戒処分を現状お考えであり

ましたら、お伺いできればと思っております。もしないようでございましたら、後日、ある

いは進んでいく中でお教えいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

【新美主査】  それでは、全携協さん、よろしくお願いします。 
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【全国携帯電話販売代理店協会（西川）】  まず、事案の情報収集ですけれども、現実は

少し制限がございます。各代理店は受託を受けていますキャリアさんとの間に厳格なる守

秘義務の契約がございますので、なかなかキャリアさんと当該代理店さんが事案の情報を

共有したとしても、それが全携協に流れてくることは期待しづらいというのが現状でござ

います。 

 一方で、行政、総務省さんのほうで何らかの処分がなされた場合は、全携協としてもその

情報は共有できますので、こういった、先ほどおっしゃられた行政からの処分について、上

回るような処分かどうかというのはその時々によって違うかと思いますけれども、全携協

の中で情報を発表して、それなりの、やはり代理店にとってみると相当なシェイムでござい

ますので、より身を正して向かうような効果が出ていると思います。 

 現状、私から申し上げられるのは以上でございます。 

【新美主査】  よろしいでしょうか。 

【西村構成員】  はい。 

【新美主査】  それでは、森さん、どうぞ。 

【森構成員】  ありがとうございます。テレサ協ＦＶＮＯ委員会さんに申し上げます。先

ほど、お話のありました、４ページの消費者保護マニュアル、トークとか、これをおつくり

になって、ＮＴＴ東西からコラボ事業者、コラボ事業者から販売代理店に周知ということな

んですけれども、コラボ事業者さんから代理店に周知をされるところというのは、これはま

さにＦＶＮＯ委員会さんで所管されるべきところだと思うんですけれども、この周知につ

いてコラボ事業者間での統一性といいますか、何かＦＶＮＯ委員会さんからコラボ事業者

に対して、こういう周知をせよと、周知にもいろいろあると思うんですけれども、そういう

ことをされているのであれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【新美主査】  それじゃ、よろしくお願いします。 

【テレコムサービス協会（山田）】  ご質問ありがとうございます。周知の方法等は、現

状のところでいきますと、先ほどご説明させていただいたとおり、ＮＴＴ東西様を通じて、

各コラボ事業者様に周知をしております。そこに対して、ＦＶＮＯ委員会として何か統一性

を持った周知方法というところまでは、現状のところ定めていない部分でございますので、

一度このあたりはお持ち帰りさせていただいて、ＮＴＴ東西様を含めて、今後の周知方法に

ついては考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 
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【新美主査】  よろしいでしょうか。 

【森構成員】  ありがとうございました。私が申し上げるのも、先ほどの平野先生のご意

見と趣旨は同じでして、厳しいことを言うわけですけれども、それは結局、苦情が減ってい

ないことですので、その状態が続くと、またいろいろ新たな面倒なことを提案することにな

ってしまいますので、例えば電話勧誘をするときに、電話勧誘の担当の人に資格が要るよう

にするとか、そうなるとコストも非常にかかりますし、いろいろ大変だと思いますし、そう

いうことのないように苦情件数を減らすことがあるわけですので、どうしても苦情を減ら

すミッションがあるところをご理解いただいて、ぜひとも結果を上げていただきたいと思

います。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。まだご質問、あるいはご意見がおありかと思いま

すけれども、時間の都合上、中間報告書に盛り込まれた事項の進捗把握に関する質疑応答に

つきましては、これで終了したいと存じます。本日ヒアリングの対象になった方々におかれ

ましては、貴重な発表をいただきまして、大変ありがとうございました。 

 なお、ヒアリングによって把握した進捗状況につきましては、報告書の案の中に盛り込ん

でいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に議事の（２）「報告書の取りまとめの方向性について」を事務局からご説

明お願いいたします。 

【梅村消費者行政第一課長】  それでは、資料４に基づいて説明させていただきます。１

ページおめくりいただけますでしょうか。 

 まず、１ページでございますが、消費者保護ルールの検証に関するワーキンググループの

中間報告書、こちらは４月１７日に取りまとめたものの概要をつけてございます。一番上に

ございますように、このワーキンググループにおきましては、中間報告の前に２０１５年消

費者保護ルールの実施状況と評価を議論いただきまして、制度導入の一定の効果が認めら

れるという評価をいただいたとともに、また、さらなる取り組みが必要ということで、大き

く２つの取り組みのご提言をいただいてございます。 

 １つ目は緊急提言でございまして、こちらはモバイル市場の競争環境に関する研究会と

合同で１月に取りまとめていただいたものでございまして、①のシンプルでわかりやすい

携帯電話に係る料金プランの実現、②の販売代理店の業務の適正性の確保、これらにつきま

して、電気通信事業法の改正を行いまして、１０月に施行されたところでございます。 
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 ２つ目の取り組みが、下半分の個別の論点の部分でございます。こちらにつきましては、

８つのテーマの設定がございまして、（１）から（７）につきましては、中間報告までに議

論し、対策案の整理もいただいたところでございまして、これまで４回にわたってフォロー

アップをしてきたところでございます。また、（８）につきまして、ＩｏＴなど新サービス

が顕在化した際の消費者保護のあり方につきましては、中間報告後に議論を行っていただ

きまして、前回、前々回、議論を整理させていただいたところでございます。 

 ２ページに参りまして、報告書の取りまとめの方向性（案）でございます。本ＷＧの報告

書においては中間報告書を基本とし、中間報告書取りまとめ以降に議論を行った内容を追

記していくこととしたいと考えてございます。下に図がございますけれども、上半分、個別

の論点（１）から（７）につきましては、事業者、事業者団体へのヒアリング結果を踏まえ

て追記をしていきたいということでございます。また、（８）につきましては、前回、前々

回の議論、「ＩｏＴサービスの進展と消費者保護ルール」に係る検討方法の方向性について

追記をさせていただきたいということでございます。 

 ３ページ以降でございます。個別の論点に関する追記内容（案）を示してございます。ま

ず、（１）携帯電話の料金プランの理解促進の①拘束期間全体での総額表示でございます。

こちらにつきましては、中間報告書作成後の動きとしまして、この取りまとめを受けまして、

期間拘束のある携帯電話サービスにつきまして、利用者が負担の総額を正確に理解し、各社

を容易に比較できるようにするため、消費者保護ガイドラインの改定を行ったところでご

ざいます。９月に改定を行いまして、１０月から運用開始をしております。ただ、米印にご

ざいますように、事業者のシステム改修が間に合わないといったところにつきましては、準

備状況に配慮しているところでございます。 

 その下、事業者からの進捗報告の内容でございます。ＮＴＴドコモ様につきましては、新

規契約分の総額表示については１０月より開始。自動更新分については、来年１月送付分よ

り開始を予定しているということでございました。ＫＤＤＩ様も２０１９年１０月分より

新規契約分の総額表示を開始。そして、自動更新分については準備中ということでございま

す。ソフトバンク様につきましては、新料金プランでは期間拘束を撤廃したため、新規契約

分の総額表示は不要ということで、期間拘束が残る既契約の自動更新時の総額表示につい

ては準備中ということでございました。 

 今後の取り組み（案）としましては、期間拘束のある契約の全てについて速やかに総額表

示が実現されるよう、総務省において、事業者の取り組みの状況を注視していくことが適当
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としております。 

 ４ページでございます。②の利用事態に応じた料金プランへの見直し推進でございます。

中間報告書作成後の動きといたしまして、携帯事業者各社において、改正事業法の規律を踏

まえた新料金プランの提供を開始してございます。また、総務省におきましては、６月及び

９月にＭＮＯ各社に対しまして、改正事業法に適合する新料金プランに移行することで恩

恵が得られるにもかかわらず、そのことを十分に認識せずに従来の料金プランを使い続け

る既存の利用者が出ることのないよう、さまざまな周知手段を用いて、料金プランの移行に

ついての周知を徹底することなどについて要請を行ったところでございます。 

 事業者などからの進捗報告でございます。ＮＴＴドコモ様につきましては、新料金プラン

の円滑な移行に向けまして、さまざまな手段、マス媒体、ダイレクトメール、電子メール、

対面などによりまして、利用者への周知を行っていること、また、適切な選択に資する料金

シミュレーションの提供、料金相談フェアの取り組みを実施していることなどの紹介がご

ざいました。ＫＤＤＩ様につきましては、テレビＣＭ、ダイレクトメール、電子メールなど

を通じた利用者への周知などを実施していること、また、料金シミュレーションにおいては、

利用実績に適合したプランを推奨していること。ソフトバンク様におきましては、カタログ、

テレビＣＭ、ウエブなどにおきます新プランの案内、電子メールを通じたプッシュの形での

利用者の利用実績に沿ったプランの提案、店頭での料金シミュレーターの提供を通じた料

金見直しの推進を行っているということでございました。 

 今後の取り組み（案）でございます。改正事業法の施行を踏まえた料金プランが提供開始

された中、恩恵を得られるにもかかわらず、十分に認識せずに従来のプランを使い続ける既

存の利用者が出ることのないよう、引き続き周知を徹底していく必要があることと、利用者

の利用実態と契約プランとの間の乖離の状況につきましては、総務省においてさらに継続

的にモニターをしていくことが適当としてございます。 

 ５ページでございます。（２）の手続時間等の長さへの対応でございます。まず、事業者

などからの進捗報告の内容でございます。こちらは、中間報告で取り組むとしていたものは

おおむね各社進めていると報告がございまして、以下につきましては、中間報告以降の主な

ものを中心にまとめてございます。 

 ＮＴＴドコモ様につきましては、来店予約枠の拡大、そして動画などを用いた説明分散、

特に来店予約との連携を１０月から開始しているということでございます。また、初期設定

専用のスタッフの配置を、昨年１１月時点では５０店舗であったものを今年８月には８０
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０店舗にするなど、こういった取り組みによりまして、２０１９年度内に待ち時間、手続時

間の合計時間を半減するように対応しているということでございました。ＫＤＤＩ様にお

きましては、来店予約システムの簡略化、利便性の向上を今年９月に行ったということでご

ざいます。また、料金収納事務の機械化等も行っているということでございました。ソフト

バンク様につきましては、動画などを用いた説明分散を今年６月より実施したこと、また、

初期設定専用のスタッフの配置を今年１１月に増員し、１,２００人規模に増加するという

ことでございました。 

 構成員からのご意見でございます。説明義務というのは情報さえ渡せばいいというもの

ではなく、コミュニケートすることが大事。最後はヒューマンインターフェースでコミュニ

ケートすることの重要性は押さえておくことが必要というご意見がございました。 

 今後の取り組みでございます。総務省におきましては、引き続き、手続時間等の短縮化に

係る事業者の取り組みを注視し、丁寧かつ効率的に説明を行うベストプラクティスの共有

を図っていくとともに、事業者においては、認知度の低い取り組みの周知を図っていく必要

がある。また、事業者におきましては、待ち時間、手続時間の削減の効果を把握できる数値

を示していくことが適当である。これに加えて、高齢者を中心とした利用者のリテラシー向

上に取り組んでいくことが引き続き重要であるとしてございます。 

 ６ページでございます。（３）広告表示の適正化、中間報告書作成後の動きとしましては、

今年６月及び９月に、総務省が景品表示法上問題となり得る店頭での広告表示が行われな

いよう、事前事後の確認などの対応を進めるとともに、代理店に対する指導を適切にするよ

う、ＭＮＯ各社に要請を行ったところでございます。また、１０月には、端末の残債免除プ

ログラムにおきまして、利用者に誤解を生じさせる可能性がある広告を表示した事業者に

対して必要な見直しを行うことなどについて要請を行っております。 

 事業者からの進捗報告内容でございます。中間報告に盛り込まれたものの進捗の報告が、

電気通信事業者協会様、電気通信サービス向上推進協議会様、キャリア各社様からございま

した。１つ目が、テレビ広告の審査に活用するため、本年度の消費者モニター導入を決定し

たこと。また、消費者庁が発表した見解を踏まえた店頭広告の適正化、テレビ広告での条件

つき最安値訴求における制約条件の明確化、ウエブ広告の注釈の入れ方などを内容とした

業界団体の自主基準及びガイドラインの改定を年内に実施するように準備中という報告が

ございました。また、キャリアによります店頭広告表示に係る自主チェックの運用状況の監

査を本年１０月から開始していること、こちらがＴＣＡ様とサービス向上推進協議会から
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ございました。 

 また、その下は、キャリア３社様の報告でございます。濃淡はございましたが、キャリア

ショップの店頭広告の指定フォーマット化、また、キャリアショップのＳＮＳにおける価格

訴求の禁止、そして、キャリアショップ、量販店、併売店の店頭広告についての事後確認の

実施などは３社共通で行っているということでございました。 

 ７ページに参りまして、構成員からの意見でございます。１つ目が、事業者による広告の

事後チェックについて、指摘内容が是正されているかどうかのフォローまで実施すべき。ま

た、その次でございますが、自主基準に違反した際の処置についても明確にしておくことで

信頼が高まる。１つ飛びまして、４つ目、事業者によって取り組みの足並みがそろっていな

いこと自体が問題。足並みがそろわないのであれば、例えば他社の不適切な広告について相

互に監視していくことも考えられるのではないかといったご意見がございました。 

 今後の取り組み（案）でございます。事業者においては、消費者庁の見解なども踏まえ、

利用者が誤認することのないよう、店頭掲示物の自主的な確認を強化するとともに、キャリ

アショップ、量販店、併売店等の販売代理店に対する指導を適切に実施していくことが重要。

業界団体においては、事業者における自主チェックの内容の確認、監査、自主基準、ガイド

ラインの改定、消費者モニターの導入等の実施のほか、自主基準違反に係る処置のあり方に

ついて検討を進めることが望ましいとしてございます。また、総務省におきましては、６月、

９月、１０月に行った広告表示に係る要請の結果を引き続きフォローアップしていくこと

が適当としております。さらに、総務省におきましては、今年１０月から不適切な広告など

に対する情報提供窓口を設置しておりますことから、この窓口に寄せられる不適切な広告

表示に係る情報を踏まえ、事業者と連携を行うことが適当としてございます。 

 こちらの情報提供窓口につきましては、資料５になりますが、今年１０月１日の法施行に

合わせまして、端末販売の適正化等の取り組みに係る情報提供窓口の拡充ということで発

表を行っているところでございます。平成２８年２月から設置している窓口につきまして、

１の２段落目の後ろ方にございますけれども、受け付ける情報を改正法に沿ったものに変

更した上で、１０月１日以降も窓口の取り組みを継続しているということでございまして、

窓口は２のところにございますように、各総合通信局等で受け付けることとしてございま

す。 

 次のページの下のところに情報提供を受け付ける対象が書いてございます。１の端末値

引きに関する情報ですとか、その次のページに参りますが、２の不当な囲い込みに関する情
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報、そして、３の不適切な広告表示に関する情報といったものも受け付けているところでご

ざいます。 

 駆け足で恐縮ですが、資料に戻っていただきまして、８ページをお願いいたします。（４）

の不適切な営業を行う販売代理店等への対策でございます。中間報告書作成後の動きとし

ましては、事業法の改正を行いまして、１０月１日に施行されたことによりまして、総務省

においては、販売代理店の全容を把握する届出制度の運用が開始されたところでございま

す。 

 事業者などからの進捗報告の内容でございますが、ＴＣＡさんから、事業者による販売代

理店の指導措置をより適切、実効性のあるものとすることが必要との指摘を受けて、各社の

情報共有、必要な対処の再確認等を行ったということでございます。また、本日いただきま

した全携協様、ＦＶＮＯ委員会様の取り組みなども、ここは追記をしていく必要があると考

えてございます。 

 構成員からのご意見でございますが、事業者団体が行っている代理店の指導等の取り組

みに関しては、成果を目に見える形を示すべきというご意見。１つ飛びまして、代理店への

指導などの取り組みにおいては、個社ごとの取り組みが中心になっているが、取り組んだ社

のほうが損をすることとならないように、最低限やらなくてはいけない取り組みについて

は、業界団体で決めるべきというご意見でございました。 

 今後の取り組み（案）でございます。総務省におきましては、法改正により新設されまし

た販売代理店の届出制度や勧誘の禁止行為等に関し、販売代理店の不適切な営業の実態を

把握し、業務の適正性の確保に努めていくことが重要としてございます。また、事業者団体

におきましては、販売代理店の業務の適正化に向けて、成果が出せることを意識した取り組

みを進めることが必要としております。総務省におきましては、事業者団体のこうした活動

について支援をしていくことが望ましいとしてございます。 

 ９ページに参ります。（５）の高齢者のトラブルへの対応でございます。こちらにつきま

しては、中間報告に盛り込まれた事項をおおむね実施しているという報告がございました。

具体的には、ＮＴＴドコモ様、８０歳以上の高齢者に家族同伴、または家族への電話説明を

推奨して、利用者の半数以上がこの対応を実施しているということでございました。また、

２０１８年１０月の取り組み以降、高齢者の苦情の比率が減少しているといった報告もご

ざいました。ＫＤＤＩ様につきましては、２行目の後ろのほうですが、３Ｇからスマートフ

ォンへの契約変更時に有料サポートの一部を３カ月間無料提供するといったご報告もござ
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いました。４つ目のポツでございますが、心当たりのない請求の原因である音声通話の切断

方法について、これはＭＶＮＯの関係でございますが、４点の項目を追加したご注意とアド

バイスの見直しを行いまして、８月にリリースしたという報告が、テレサ協ＭＶＮＯ委員会

様からございました。 

 構成員からのご意見でございます。契約時の家族同伴、契約確認の架電時の家族確認に関

して、高齢者はひとり暮らしの人も多いので、同伴または確認をするのは家族に限らず、友

人や民生委員等でもよいのではないかというご意見もございました。 

 今後の取り組み（案）でございます。事業者及び事業者団体において、引き続き高齢者向

けの十分な情報提供や意向確認などの対応に積極的に取り組むとともに、総務省において、

こうした事業者の取り組みを注視していくことが必要。また、高齢者のリテラシー向上を図

るため、事業者によるスマホ教室やお試しスマホといった好事例の推進や情報共有に努め

ていく必要がある。ＦＴＴＨ事業者におきましては、改正事業法を踏まえた電話勧誘の適正

化などを進めるとともに、電話勧誘に係るトラブルに向けた啓発を進めていくことが必要

である。総務省においては、改正事業法の趣旨を広く周知、啓発し、利用者の注意を促すと

ともに、高齢者のリテラシー向上に係る地域レベルの取り組みが広く展開されていくよう

な取り組みを推進していくことが適当としてございます。 

 １０ページに参りまして、（６）法人契約者のトラブルへの対応でございます。事業者か

らの進捗報告としましては、ＴＣＡ様から、消費者保護ルールの法人への適用の考え方（個

人事業主や小規模法人においては消費者保護ルールが適用される旨）の確認を行い、各社に

おいては、代理店向けマニュアルへ反映するなどの消費者保護ルールを踏まえた適切な代

理店指導を実施したとの報告がございました。 

 構成員からのご意見でございます。法人の契約者についての消費者保護ルールの適用の

考え方等の社内周知がどれくらい徹底されているかということを評価すべき等のご意見が

ございました。 

 今後の取り組み（案）でございます。総務省においては、引き続きということで、消費者

保護ルールの法人への適用の考え方につきまして、周知していくことが適当としてござい

ます。また、事業者及び事業者団体におきましては、現状認識や課題の分析を明らかにした

上で適切に取り組んでいくことが必要としてございます。こうした取り組みを踏まえまし

て、今後の苦情相談の状況がどのようになるかを把握し、その上でどのような措置をとるこ

とが可能かについて検討を進めていくことが望ましいとしております。 
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 １１ページに参りまして、その他の①青少年フィルタリングの利用の促進でございます。

中間報告書作成後の動きとしましては、青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備

に関するタスクフォースにおきまして、８月に「青少年のフィルタリング利用促進のための

課題及び対策」として取りまとめ、公表したところでございます。 

 事業者からの進捗報告としましては、保護者のフィルタリングニーズに応えて、さらなる

加入率向上を図るため、あんしんフィルターの高校生プラス相当の選択肢の一つとして、新

たにｉＯＳのスクリーンタイムの店頭での案内を開始した、ないし準備をしているという

ご報告が３社からございました。 

 構成員からのご意見でございます。フィルタリングへの関心の薄い保護者に対して、ペア

レンタルコントロール全般について説明するといった取り組みを進めて、フィルタリング

普及率の向上につなげてもらいたいといったもの。また、４つ目でございます、ＭＶＮＯに

おいては各社のフィルタリング申込率、利用率が示されているが、ＭＮＯの数値も公表する

ことが望ましい。また、その次でございます、利用率が低い事業者に対しては、業界団体に

おいて指摘するようなことも実施すべきといったご意見がございました。 

 今後の取り組み（案）といたしましては、事業者において、フィルタリングの申し込み率、

利用率の公表も含め、青少年タスクフォースが取りまとめた課題及び対策に係る取り組み

を進めていくとともに、青少年タスクフォースにおいて、それらの取り組みの継続的なフォ

ローアップを行うことでフィルタリング利用率の増加につなげていくことが適当としてご

ざいます。 

 １２ページに参りまして、その他の②成年年齢引下げに対応した消費者教育の推進でご

ざいます。中間報告書作成後の動きとしまして、総務省におきまして関係省庁、具体的には

文部科学省と消費者庁でございますが、相談をしているところでございます。これらの省庁

と連携の上、若年層に対する効果的な消費者教育の実施に関して、電気通信サービスの契約

に関するトラブル事例やその対処法の提供の面から協力できることはないか検討している

ことでございまして、今後の取り組みとしましては、総務省、電気通信事業者において、苦

情相談やトラブルの状況を注視しつつ、若年層に対しての電気通信サービスの契約に関す

る消費者教育の推進に貢献していくことが適当としてございます。 

 ③でございます。在留外国人による携帯電話の契約及び利用の円滑化です。事業者からの

報告としまして、３社とも取り組みを推進しているということですが、主なものとしまして

は、ＮＴＴドコモ様が５カ国語での問い合わせに対応する国際センターを設置している、ま
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た、ＫＤＤＩ様では、４分の１の店舗におきまして、外国語スタッフを配置するほか、１３

カ国語に対応したテレビ電話通訳システムの店頭配備や、公式サイトにおける外国語スタ

ッフやテレビ電話通訳システムの有無が検索可能なストアロケーターを提供しているなど

の報告がございました。 

 今後の取り組み（案）といたしましては、事業者におきまして、今後も継続的に外国人材

の流入動向を踏まえ、一層の多言語対応を推進することが適当としてございます。 

 １３ページに参ります。（８）でございますが、こちらは２０３０年を見据えた消費者保

護のあり方ということで、中間報告書作成後の動きとして、ＩｏＴサービスの進展に伴い、

多様な通信サービスが登場することで、これまでの携帯電話や固定電話等の従来型の通信

サービスを念頭に置いて課されている事業法の消費者保護ルールにつきまして、そのまま

適用することがそぐわない可能性があることなどから、本ワーキンググループにおきまし

て、消費者保護ルールの適用に関して関係事業者のヒアリングを行い、検討の方向性につい

て２回にわたって議論を行ったところでございます。 

 事業者ヒアリングにおける意見としましては、株式会社ソラコム様から、ＩｏＴのビジネ

ス領域におきましては、携帯電話などを主な対象として想定されている消費者保護ルール

の適用を当初は一部除外するなどの配慮はできないかというご意見でございました。 

 構成員からのご意見としましては、ＩｏＴサービスの中には携帯電話サービスのように

複雑な料金体系のものもあることに留意すべき。価格の多寡についても利用者利益の保護

の関係では重要な要素となるのではないか。ＩｏＴサービスについては、事業法を含めたさ

まざまな法律が重畳して利用者保護しているものや、どの法律にも保護されないものがあ

る可能性があるので、交通整理を十分にすべき。オール・オア・ナッシングの議論ではなく、

個別のサービスに応じた検討をする必要があるのではないか。ビジネスモデルによって最

終消費者が通信サービスの利用主体とならない場合があることを留意すべきではないかと

いったご意見がございました。 

 １４ページ以降が検討方法の方向性ということで、前回議論させていただいて取りまと

めたものでございます。復習になりますけれども、１ポツのところでは、消費者向けＩｏ

Ｔサービスはまだ揺籃期でございまして、国内外のＩｏＴサービスの実態や隣接分野も含

めた市場動向、他の法令との関係性などについて十分に精査する必要があることから、総務

省において今後、調査研究を行うこととすると。また、２ポツにございますように、この調

査研究の成果をもとに、ＩｏＴサービスの内容や契約形態に着目した分類を行いまして、そ
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の分類をもとに各規定への適用の要否を検討、分析していくこととするとしたところでご

ざいます。分類例は前回の資料で掲げたとおりでございますが、前回の議論を踏まえまして、

（４）通信料金が比較的安価であるかという分類例の項目も加えてございます。 

 １５ページに参りまして、３ポツでございます。上記１、２のほか、次のような論点につ

いても留意し、検討を深めていくこととするということで、こちらも前回お示しした論点で

ございます。一部追記しているところをご紹介しますと、（２）のＩｏＴサービスによるデ

ータ収集・利用との関係の３行目から、特にＩｏＴサービスが生活に根差せば、その利用実

態が利用者の生活実態を浮き彫りにしてしまうおそれがあることにも留意が必要。また、

（３）でございます最終消費者が「利用者」とならない場合の保護の必要性についても、今

回新たに言及したところでございます。４ポツでございますが、こういった検討が一定程度

進んだ際には、検討会等の場で報告の上、省令等の必要な規定の見直しにつなげることとす

るといった方向性でございました。 

 １６ページ以降は参考資料になります。１６ページから２４ページまではＩｏＴ関係で、

前回、前々回にお示しした資料を添付してございます。また、２５ページ以降は、中間報告

の概要版をそのまま添付しているものでございます。 

 説明は以上になりますが、ご検討をよろしくお願いいたします。 

【新美主査】  ご説明ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に対しての

質疑応答に移りたいと思いますので、ご発言ございましたら、どうぞ。 

 それじゃ、市川さんから。 

【市川構成員】  ありがとうございます。取りまとめに向けた今回の整理については、私

としてはおおむね賛成という立場で、３点ほどコメントをさせてください。 

 最初に、６ページの広告表示の適正化でございますが、「今後の取組（案）」、７ページの

末尾に書かれた情報提供窓口のところにも不適切な広告のお話が入ることになりましたけ

れども、広告というのは営利的表現、一定の制限を加えられることも許容される世界のもの

ではありますが、何度か申し上げていますが、ここは自立的に今、さまざま取り組みされて

いることをぜひお進めいただきたいと思います。ここに一定の制限を加えるということは、

結局、営業の自由自体に制限が加わることになりますので、ぜひとも今、自主的にお進めい

ただいている取り組みのことをきちっと進めていただいて、さまざまな形で広告がなされ

て、さまざまな形でビジネスが展開されることを希望したいと思います。 

 ２点目が、８ページ目、不適切な営業を行う販売代理店等への対策でございますが、今回
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この取り組みによって販売代理店に対しての指導等が始まることになりますけれども、先

ほど全携協さんがシェイムという言葉をおっしゃっていましたが、おそらく指導すると、い

わゆるネーム・アンド・シェイムで、その方がそういうことをしたということが世の中に出

ていくわけですけれども、この際、先ほど議論がございましたけれども、事業者団体での取

り組みというのがその手前に立つ、はやりの言い方だと共同規制だったりしますけれども、

事前にどういう形で事業者団体で見ていて、最後に行政による指導があるみたいな形にい

ずれなっていってくれればということを、これも連携ということがここの案にも書かれて

いますので、そこを期待したいと思います。 

 最後、３点目が１３ページからのＩｏＴを見据えた、２０３０年を見据えた消費者保護の

あり方でございます。ここに書かれている内容で検討を行うことで私も賛成なのですけれ

ども、やはり総務省は電気通信を所管している官庁でありますので、もちろん所管法に従っ

て監督しているわけですけれども、基本的なサービスが代わっていく、あるいは消費者がわ

からないことが多くなるというのは、今回のヒアリング等でもわかったとおり、今でもいろ

いろ起きていることでありますので、やはりずっとこの業界というか、電気通信を見ている

ということの経験であったり、練度というのは非常に重要だと思っております。ラストリゾ

ートとしての矜持を持ってずっと見ていく、ということをしっかり考えていただければと

思います。 

 以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。貴重なコメント、また最後に詰めていきたいと思

います。どうもありがとうございます。 

 それでは、北さん、お願いします。 

【北構成員】  野村総研の北でございます。１点コメント、１点質問がございます。 

 まず、５ページの手続時間等の長さへのコメントでございます。携帯電話ショップでの手

続時間が長いという問題が指摘され、それを受けて今、各社さんがしっかり取り組みをされ

ているところでございます。ただ、私のところにいろいろな消費者の声が上がってきており

まして、例えば、来店予約しないで行くと帰されてしまうとか、来店予約はウエブだけでな

く電話でもできるんですが、ウエブでのやり方がわからない人がショップに電話すると「ウ

エブでやってください」と言われるとか、またそもそもショップに電話がつながらないとか。

何かひとつ手を打つと、必ずまた新しい問題が起こる業界なのですが、この業界は手段が目

的化しがちなす。ほかの業界も多分にそういうところはありますが、私はほかの業界と比べ
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て特に手段が目的化しがちだと思います。なぜ手続時間を短縮するのか、あるいは、待ち時

間を減らそうとするのか、それには目的があるわけですが、それが、来店予約という手段、

来店予約を１００％にしましょうといった数値目標に変換されて、代理店さんに落ちてく

るのです。代理店さんはその数字を上げることにエネルギーを注ぐ結果、先ほどお伝えした

ようなことが起こる。これはほんとうに一つの例でありまして、当初の目的から乖離してい

くということがこの業界は多いと思います。 

 では、来店予約しないでいいのかということではなくて、先ほど全携協さんの説明にもあ

りましたが、そもそも平均９０分から１４０分時間がかる手続きを、予約しないで行くほう

がおかしいわけです。病院や美容院に突然行ったら「予約してきてください」と言われて帰

されるのと同じなのです。何が言いたいのかというと、単に手続時間を短くしようとか、来

店予約率を上げましょうということではなく、この業界の来店の仕方を変えよう、というこ

とですよね。病院だってよほどの救急でない限り、予約しないで行ったら待たされるわけで

すから、ケータイショップもそういうふうに変えていくんだ、ということを世の中にしっか

りと広めていかないと、目先の数字を達成することばかりにみんながエネルギーを注いで

しまいます、というのがコメントでございます。 

 それから、広告表示に関して質問ですが、ちょうど楽天さんの資料１２ページ、広告表示

の適正化に向けた対応というところで、あえて「使い放題」という表示を今回出してくれた

のかなと思うのですが、花岡さんに質問です今、サ向協で自主基準やガイドラインを改正さ

れていると思いますが、この「放題」とか「アンリミテッド」といった表現に関して検討を

されているのかどうかについて質問でございます。 

【新美主査】  これは楽天さんのほうに質問というか。 

【北構成員】  いや。 

【新美主査】  じゃなくて？ サ向協ね。じゃあ、よろしくお願いします。 

【電気通信サービス向上推進協議会（花岡）】  ご質問ありがとうございます。検討して

いるかどうかというところで、検討してございまして、既に案文の中に「放題」の使い方、

「無制限」の記載についての注意事項は追記してあります。 

【新美主査】  よろしいでしょうか。ほかにご質問、ご意見。それじゃあ、木村さん、そ

の後、近藤さん、お願いします。 

【木村構成員】  ５ページのところですけれども、来店手続時間の長さに対応というとこ

ろで、一番下にＭＶＮＯではオンラインでというところがあるのですけれども、私、先日ス
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マートフォンが故障したときに、１回目は来店して、２時間近くいろいろ対応していただき

まして、最終的には修理ということになったんですけれども、また壊しまして、また来店予

約しなきゃいけないと思ったときに、来店予約をするのにスマホを見ていて、来店しなくて

もできるんだということがわかりまして、結局家で数分というか、手続をして、事なきを得

たという経験がございまして、１回目のそういうことは、なかなかウェブというのはハード

ルが高いとは思うのですけれども、２回目ですとか、手順がわかっている場合は、そうやっ

て来店しなくても済むんだということが意外に利用者はわからないのではないかとそのと

き思ったんです。やはり何かあったら、困った、来店予約しなきゃとつい思ってしまう。で

すから、私がここで申し上げたいのは、来店しなくてもできるということを、もう少し具体

的に周知していただけると、少し混雑具合が減るのではないかというのが１点目でござい

ます。 

 ２点目ですけれども、１５ページで今後のＩｏＴのことに関してなんですけれども、先日、

ＮＨＫのほうで、ＡＩで美空ひばりさんが出てくる番組がございまして、大変技術が進歩し

たものだなと思って拝見していたんですけれども、やはりそれに関連しまして、利用者デー

タの収集ですとか、利用というものに関しては、今でもかなり問題にはなっておりますけれ

ども、今後、こういったＩｏＴの発展に伴っては、もっとさらにきちんと検討していく必要

があるのではないかなと思っておりますし、もう１点は、利用者が困ったときにたらい回し

にならないように、きちんと整備していく必要があるのではないかと思います。 

 以上です。 

【新美主査】  コメントどうもありがとうございます。それでは、近藤さん、お願いしま

す。 

【近藤構成員】  近藤です。報道資料の説明はあるんでしょうか。今コメントしてもいい

ですか。 

【梅村消費者行政第一課長】  どうぞ。 

【近藤構成員】  それで、私は今、手元のスマートフォンからこれをどうやって探せるか

とやってみたのでございますけれども、私の拙いところもあると思いますが、各地方情報通

信局のトップページから、この適正化に関する窓口の拡充というトピックを検索できたの

は沖縄通信局だけでした。ですから、ほかの通信局では、そこに行ってもこれがどこにある

のかがわかりません。沖縄通信局からは逆引きで総務省の該当するページに行けるんです

が、そこに行くと、全部リストは、アットマークはアットマークにしてねとなっているので、
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リンクが張られていないんです。ですから、リンクが張られているところと張られていない

ところと、それぞれご配慮はあると思うんですが、もう少しご配慮いただけるようにご担当

の方に努力をしていただきたいなと思いました。 

 先ほどもご紹介しました、この横浜市消費者生活総合センターがつくった悪質商法詐欺

撃退カレンダーですからね。もう何とも言えない。このうち１２カ月のうちの４つが通信サ

ービスのトラブル、それから、ワンクリック詐欺、アポ電、語り電話のトラブル、通信販売

のトラブルというふうに、電気通信サービスにかかわるものです。ですから、１２カ月のう

ちの３分の１が既に切実な消費トラブルの対象になっているということを、ぜひ総務省の

該当する方々に切実に感じていただきまして、ちょっとこの間の台風の警報じゃないです

けれども、あんなにテレビから「逃げなさい、逃げなさい」と言われるのはすごいなと思っ

たんですが、そのくらいに今、高齢者のこういった通信サービスに関連した消費者トラブル

はものすごく増えているんです。そのことをもう少し強く感じていただいて、当該の通信局

の方たちは強く発信していただきたいと切に願います。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。情報提供の仕方について、非常に厳しいご指摘だ

と思いますので、事務局のほうも考えておくようにお願いします。 

 それでは、石田さん。 

【石田構成員】  取りまとめ案の方向性ということで、ありがとうございました。 

 １２ページなんですけれども、成年年齢引き下げに対応した消費者教育の推進という項

目が取り上げられていまして、今後、関係省庁ということで、文科省、それと消費者庁との

連携を図って行くという方向が示されたということは、これはとてもよかったと思いまし

た。 

 現在、若者の消費者トラブルは、ＳＮＳから勧誘されてネットカジノですとかアフリエイ

トですとか、情報商材、儲かるノウハウを教えるといったようなものが若者のトラブルにな

っております。消費者庁の令和元年の消費者白書の中に、若者のＳＮＳに対する意識という

項目がありまして、やはり一定数、ＳＮＳのやりとりだけで相手を信用してしまう、特別、

相手が見えなくても警戒心を持っていない若者が存在するということも報告されておりま

すので、今後、成年年齢引き下げということになりますと、情報リテラシーというか、若者

の消費者教育がとても重要になってくると思いますので、この連携というのがここに盛り

込まれたことはよかったと思っています。 
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【新美主査】  ありがとうございます。ほかに。じゃあ、一言。 

【長田構成員】  ありがとうございます。先ほどの北さんのご発言を伺いつつ思っていた

んですけれども、スマートフォンというか、こういう通信の契約そのものがどういうことな

のかというところの理解が多分、消費者側も足りないということなんだと思うんです。例え

ば、スマホの契約だとしても、まず通信契約をすることの意味とともに、ネットの社会とか、

何かそういうもののハザードとか、リスクとか、デメリットとか、ちゃんと端末を使いこな

せていないとこんなデメリットがありますよとかいうことをきちんと理解して、そうであ

れば、契約のところで時間がかかるのはもう当たり前だというふうに我々の側が思ってい

く必要も、無駄を省くこともとても大切だけれども、それはやっぱり必要かなと思っていて、

特に強く思いましたのがフィルタリングのところなんです。保護者に訴えていくのはもち

ろん大切なんですけれども、フィルタリングをかけられる青少年そのものが、その世界にあ

るハザードが何なのかということを理解できていない。今回の雨、台風のことで思ったんで

すけれども、東北地方の子供たちが非常に災害に対してハザードをすごく理解していると

いう報道を幾つか見ましたけれども、それが多分足りないということがあるんじゃないか

なというような、感想みたいになりますけれども、そこも何かこういう、皆さんが業として

やってらっしゃることにいっぱい危険がありますよっていうのは嫌かもしれませんけれど

も、実際にあるんだから、そのことはきちんと伝えて、子供のうちは自分の年齢に合ったよ

うにフィルタリングをかけるべきだということを子供たちが理解することが一番じゃない

かな。そして高齢者も、自分が使う端末が上手に使えるように、そこは時間をかけなきゃい

けないんだよということもまた理解できるようにというのを、ここにいるみんなが上げて、

伝えていくことが大切かなと思いました。 

 以上です。 

【新美主査】  どうもありがとうございます。 

 それでは、どうぞ、黒坂さん。 

【黒坂構成員】  黒坂でございます。簡単な意見でございます。全体の方向感、方向性に

ついては私は賛同させていただきます。取りまとめをよろしくお願いいたします。 

 １２ページ目の下のほうの在留外国人についての意見なんですが、ちょうど今日という

タイミングがよかったんだと思うんですが、先般の東日本の台風で、あちこちでかなり大き

な混乱があったのではないかと思います。体験的な話で恐縮なんですが、ちょうど金曜日の

夕方に、私、赤坂見附の地下鉄の駅で電車をおりたんですが、電車をおりてから改札口を出
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るまでに２０分ぐらいかかったんです。ホームが詰まってしまっていて。人の身動きが取れ

ない状況がずっと続いていました。あのあたりはホテルもいっぱいありますので、やはり外

国人観光客の方であるとか、外国人の方々が相当不安そうに、これは一体何なんだというよ

うな状況であちこちたたずんでいるのを多く拝見し、可能な限り声をかけて、出来ることは

何もないんだけれども、頑張ろうねみたいな感じで話をしていたわけです。おそらく今後、

外国人観光客の方だけじゃなくて在留外国人の方もより一層増えていくであろうというと

きに、現在、青少年及び高齢者というのが、今後、電気通信事業において消費者としてどの

ように扱っていくのかという非常に大きな論点ですけれども、外国人は今後２０３０年を

見据えると、ますます大きなテーマになっていくんだろうなと。しかも、一筋縄ではない

方々であるんだと思います。 

 そういう意味で、今、事業者の皆さんが既にかなり活発に取り組んでいただいているとい

うことには大変敬意を表したいと思っておりますが、事業者の方々だけに任せるのではな

く、例えば地域コミュニティのようなアプローチで、外国人の携帯電話サービスユーザーだ

とか、通信サービスユーザーを支えていくというような取り組みをされているような方々

というのもぜひ優良事例として今後、着目していただき、可能であれば、例えば、事業者の

皆さんからの情報提供も含めて、こういった報告書で優良事例としてどんどん取り上げて、

こういう方法があるんだよということを広く知らしめていただけないかというふうに希望

として考えているところでございます。 

 以上です。 

【新美主査】  どうもありがとうございました。 

【平野主査代理】  ちょっといいですか。私もこの報告書の案に賛成でございます。２点

ほど、特に賛成というか、事業者様の頑張りのところをご指摘したいと思います。 

 １１ページの構成員からの意見です。下からのブレットポイント３番目の黒丸でござい

ますが、フィルタリング必須とする一部の事業者の取り組みは評価できると。他社でも検討

する。おそらく今日ご発表いただいた楽天様のことだと思います。最初１００％、ただ数カ

月すると九十ウン％になると。ですけど、結果的に九十ウン％の結果になるというのは、前

回お話しした初期値というのがすごく影響するという、非対称パターナリズムの典型例と

思いますので、これは非常に参考になるのではないかなと。次の行の数値も公表することが

望ましいと、こういうことはすごくいい取り組みだと思います。 

 それから、ページちょっと戻りまして、５ページ目でございます。手続時間のことです。
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これは北様もおっしゃったように、時間だけが何という問題ではないんですが、例えば、１

番目のブレットポイント３行目の、ドコモ様の半減するという、一応目標を設定して、それ

を実行しようとすると。こういうふうなやり方では一つ期待できるのではないかと。それが

一番下の段落の１行目ですが、政策としては、まさにエビデンス・ベースド・ポリシーです。

効果を把握できる数値を示していくと。これはやっぱり客観的数値がないと、なかなかレト

リックだけで雰囲気になってしまいますので、短ければいいというものではございません

が、それは北様おっしゃるとおりではございますが、一応、客観的数値というものも掲げな

がら進めていただくのは非常に重要だと思います。 

 以上、意見でございました。 

【新美主査】  どうも貴重なコメントをありがとうございます。 

 時間もそろそろまいりましたので、以上で本日の議事は終了させていただきたいと思い

ます。本日いただいたご意見も踏まえて、報告書案にも盛り込んでいただくよう事務局にお

願いしたいと存じます。 

 では、最後に事務局から連絡事項がございましたら、ご案内よろしくお願いします。 

【雨内消費者行政第一課課長補佐】  事務局でございます。次回の会合の日程につきまし

ては、別途お知らせいたします。 

 以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございました。今日は非常に貴重なご意見をたくさんいただき

まして、ありがとうございます。それでは、これで第１７回のワーキンググループの会合を

終了したいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

以上 

 


